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はじめに
　特許、意匠、商標の内容は公報として広く一般に
公開されます。特許の公開情報は、企業・大学等
における研究開発の成果に係る技術情報や権利情報
です。これら特許情報の分析に基づく特許出願動向
調査は、先端技術分野等の特許出願状況や研究開発
の方向性を明らかにするものであり、企業、大学等
における研究開発の方向性を決定する上で有益です。

また、意匠・商標の出願動向は経済状況や企業活動
と密接に結びついており、意匠・商標の出願情報等
の分析に基づく結果は、審査処理体制の検討や施策
検討時の基礎資料となる他、企業活動等においても、
意匠・商標出願戦略、研究開発・デザイン開発戦略、
ブランド戦略等の策定を支援するための有益な情報
になります。
　今後13回にわたり、平成29年度に実施した特許出
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願動向調査、意匠出願動向調査、商標出願動向調査
の結果について、順次ご紹介します。第１回となる
本稿では、特許出願動向調査の概要及び「平成29年
度特許出願動向調査―マクロ調査―」の結果の一部
をご紹介します。

１．特許出願技術動向調査の概要
①調査の概要

特許出願技術動向調査とは、国の政策として推
進すべき技術分野、社会的に注目されている技術
分野等から選定した技術テーマに関する調査です。
本調査では、テーマの技術概要、製品の売り上げ
等の市場動向、各テーマの各要素技術や応用産業
における出願動向、論文発表動向等を調査・分析
して、今後日本が取り組むべき研究開発の方向性
を示します。

各国における研究開発の進展により、世界全体
の特許出願件数は年々増加しており、2015年には
約289万件、2016年には約313件１となっています。
この大量のビッグデータと言える特許情報につい
て、論文情報も併せて分析し、各国や各企業の研
究開発動向を把握することは、我が国の研究開発
戦略や施策検討を行う上で非常に有用な情報とな
ります。

平成11〜29年度に252テーマの調査を実施して
おります。平成29年度の特許出願技術動向調査の
結果についても、特許審査の基礎資料としての活
用に加えて、各府省庁の産業政策・科学技術政策
の策定、企業や大学等の研究開発戦略策定等のた
めに、積極的に情報発信していく予定です。

②平成29年度の調査テーマ一覧

平成29年度は、次世代にインパクトを与える最
先端分野である「有機EL装置」、「リチウム二次電
池」、「自動走行システムの運転制御」及び「マン
マシンインターフェイスとしての音声入出力」な
どの12の技術テーマについて、報告書を取とりま
とめました。次回以降、各テーマの調査結果をご
紹介します。
・超音波診断装置
・自動走行システムの運転制御
・ヒト幹細胞関連技術

・MIMO技術
・有機EL装置
・食品用紙器
・リチウム二次電池
・匿名化技術
・次世代光ファイバ技術
・リハビリテーション機器
・ＣＯ₂固定化・有効利用技
・マンマシンインターフェイスとしての音声入出力

③調査項目及び調査の方法

特許出願技術動向調査は、調査テーマに関する
各国の特許文献を読み込み、「技術区分」という分
類の概念に近いものを付与します。出願人国籍や
技術区分毎に特許文献を集計し、グラフ化するこ
とで、多角的に特許出願動向を解析します。

また、特許出願技術動向調査は、特許の出願動
向の調査だけではなく、論文等を解析する研究開
発動向調査や、市場環境調査、政策動向調査等も
行うことで、各調査テーマについて総合的に解析
を行います。

解析した調査結果から、目指すべき研究開発の
方向性等を分析し、提言として報告書にまとめて、
企業や政府等に発信しています。

特許出願動向の調査は、検索式を立てて、数万
件程度の特許出願の母集団を作成することから始
まります。数十にも及ぶ技術区分の付与ルールを
設定し、技術区分を決定します。そして、調査対
象の母集団の特許文献を１件ずつ人手で読み込む
ことにより、技術区分を付与します。

また、特許出願技術動向調査は、特許庁の担当
者だけではなく、調査会社や有識者の協力により
成り立っています。各技術分野に詳しい大学や企
業の有識者には、調査に対して助言を行う有識者
委員会の委員になってもらっており、調査会社に
は、調査全般において、素案を作成してもらって
います。調査会社が行う技術区分の付与には特に
膨大な手間がかかっており、後の分析のために尽
力してもらっています。

調査会社の作成した素案は、特許庁担当者との
打合せによりブラッシュアップし、有識者委員会
の資料となります。そして、有識者委員会での助


